
４ 採石法に基づく認可制度

目的

制度概要

●事業主体

●根拠法令等

●創設年度

●制度の留意点

岩石採取事業を行う者の登録、採取計画の認可、その他の規制・指導を行う
ことにより、岩石採取等に伴う災害を防止し、事業の健全な発展を図る。

採石法（昭和２５年１２月２０日法律第２９１号）施行事務
①採石業者の登録
②採石業者の登録変更
③岩石採取計画の認可
④岩石採取計画の変更認可
⑤災害防止対策指導
⑥採石業務管理者試験の実施

採石業者

採石法第３２条、第３２条の７、第３２条の１３、
第３３条、第３３条の５

昭和２５年度

岩石採取計画の認可に関して、さいたま市は法に
より権限を有しており、秩父市、東松山市には事務
処理特例条例で県から権限が移譲されているため、
各市内において岩石採取を行う場合は、各市に相談
すること。

岩石採取計画認可申請事務の流れ（継続申請認可の場合）

期間満了６か月前
①環境政策課・環境管理事務所による遵守状況調査

事業者

⑭認可書類
  の交付

②申請（正本１通）
（副本１通）
（申請書抜粋４部）

環境管理事務所
④意見聴取
（申請書抜粋添付）

③受理（申請書、添付書類の確認）
市町村長

 副本 １通 ※正本と同じもの

⑤意見回答

（複数に跨る場合は全部）

⑨現地調査

⑮認可通知

⑦通知（申請書抜粋添付）

⑬認可書等
  の送付 ⑥進達 ⑮認可通知

警察署・県土整備事務所

環境政策課

⑧審査

⑨現地調査

⑫起案・決裁

⑪回答 ⑩意見照会

県庁内各課

●担当課
環境政策課
企画調整・環境影響評価担当
（電話０４８－８３０－３０３９）
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